
九州大学教職員・学生等に感染症患者が確認された場合における緊急連絡体制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１７年　４月　１日現在）

１．九州大学病院（医科部門等）・別府先進医療センターで教職員・学生等に感染症が
　　確認された場合

☆九州大学病院長
★別府先進医療センター長
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九州大学病院
☆医療管理課長
　5(092)642-5131

別府先進医療
　　　センター
★事務室長
　5(0977)27-1601

担 当

医師

保　健　所

学生生活課長
内線　2247

研究戦略課長
内線　2126

人 事 課 長
内線　2215

国際交流課長
内線　2234

留学生課長
内線　2138

事務局連絡担当課長

緊急連絡事項
・患　者　名　
・身　　　分　
・所属部局等　
・疾　患　名　
・確認の日時　
・病　　　状　

事務局連絡担当課長

　○研究戦略課長　
　◎人事課長　
　●国際交流課長　
　☆留学生課長　
　★学生生活課長　
　◇　　〃　

　　連絡該当対象

○他機関日本人研究者　
◎教職員
●外国人研究者　
☆留学生（家族含む）　
★学生・研究生等
◇上記以外の者（生協
その他学内食堂等勤務者）

※患者が、事務局職員の場合は、
直接所属部へ連絡　　

◇印の場合は、一旦学生生活課長が連絡を受けた後に、関連部局事
務長等に連絡する。

・感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する
法律に基づく届出
・結核予防法に基づく届出

留学生センターに所属する留学生の場合

※別紙リスト参照
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２．他医療機関で教職員・学生等に感染症が確認された場合
　　（保健所からの本学施設に係る消毒等に関する情報）

☆健康科学センター長
★別府先進医療センター長
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☆筑紫地区事務部
　　　　　教務課長
　内線（筑紫）7511
★別府先進医療センター
　　　　　事務室長
　5（0977）27ｰ1601   

総　　長（連絡受理窓口）
☆健康科学センター医師
★別府先進医療センター
　　　　　　　産業医

保　健　所

学生生活課長
内線　2247

研究戦略課長
内線　2126

人 事 課 長
内線　2215

国際交流課長
内線　2234

留学生課長
内線　2138

事務局連絡担当課長

※患者が、事務局職員の場合は、
直接所属部へ連絡　　

附属地震火山観測研究センター、
附属臨海実験所、附属演習林等

医師等以外の者が受理した場合

①～⑦：連絡ルート
緊急時連絡ルート

①

② ③

報告

福岡市・春日市の５地区
及び別府地区以外について

連絡を受理した者

連絡を受理した者

学生生活課長
内線　2247

※リスト別紙

３．健康診断及び日常の健康相談業務で教職員・学生等に感染症の
　　疑いが生じた場合の対応

健康科学センター
九州大学病院（医科部門等）及び別府先進医療センター
以外の医療機関（感染症センターなど）

九州大学病院（医科部門等）及び
別府先進医療センター
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